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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第18期
第３四半期
累計期間

第19期
第３四半期
累計期間

第18期
第３四半期
会計期間

第19期
第３四半期
会計期間

第18期

会計期間

自平成21年
10月１日
至平成22年
６月30日

自平成22年
10月１日
至平成23年
６月30日

自平成22年
４月１日
至平成22年
６月30日

自平成23年
４月１日
至平成23年
６月30日

自平成21年
10月１日
至平成22年
９月30日

売上高 （千円） 1,040,448943,080 307,165 299,0271,342,117

経常利益又は経常損失

（△）
（千円） 32,522 24,063 3,021 △3,486 28,191

四半期純利益又は四半期

（当期）純損失（△）
（千円） △14,341 26,144 △20,905 2,248 △56,986

持分法を適用した場合の

投資利益
（千円） － － － － －

資本金 （千円） － － 563,900 563,900 563,900

発行済株式総数 （株） － － 28,877 28,877 28,877

純資産額 （千円） － － 862,532 864,858 820,863

総資産額 （千円） － － 1,418,5371,184,2681,411,532

１株当たり純資産額 （円） － － 30,252.8730,136.6928,746.87

１株当たり四半期純利益

金額又は１株当たり四半

期（当期）純損失金額

（△）

（円） △504.21 916.11 △738.26 78.48△2,005.79

潜在株式調整後１株当た

り四半期（当期）純利益

金額

（円） － 915.34 － － －

１株当たり配当額 （円） － － － － －

自己資本比率 （％） － － 60.4 72.9 57.7

営業活動による

キャッシュ・フロー
（千円） 39,412 82,110　 － － 46,573

投資活動による

キャッシュ・フロー
（千円） 7,215 △1,678 － － 5,148

財務活動による

キャッシュ・フロー
（千円） 12,766△256,499 － － 87,845

現金及び現金同等物の四

半期末（期末）残高
（千円） － － 782,125 686,230 862,298

従業員数 （人） － － 42 37 41

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につい

ては記載しておりません。

　　　　２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

　　　　３．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。

　　　　４．第18期第３四半期累計（会計）期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、新株予約権の残

高はありますが、１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。また、第18期の潜在株式調整後１

株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、１株当たり当期純損失であるため記

載しておりません。

　　　　５．第19期第３四半期会計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、新株予約権の残高はあり

ますが、希薄化効果を有しないため記載しておりません。
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２【事業の内容】

　当社は、ケータイというデバイスを通じ「ユーザー視点に立った」ネットサービスを提供することにより、コンテン

ツホルダーのビジネスを加速させることで、社会に貢献することを経営理念として、以下の事業を展開しております。

　「コンテンツ事業」　

　当社又は他の事業者が企画・運営する携帯電話向けウェブ・サイト（以下、「モバイルサイト」と言います。）を通

じて主に音楽・電子書籍・動画等のモバイルコンテンツを一般消費者（以下、「ユーザー」と言います。）向けに配

信する「モバイルサイト向けコンテンツ配信」、iPhone等のスマートフォン、iPadに代表されるタブレット型端末向

けにコンテンツを配信する「スマートフォン、タブレット型端末向けコンテンツ配信」を行っております。当事業に

おいて営まれている内容に、重要な変更はありません。　

　

　なお、当社の親会社は株式会社セプテーニ・ホールディングスであり、当社は同社グループのコンテンツ事業に属し

ております。

　

３【関係会社の状況】

　当第３四半期会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

　

４【従業員の状況】

提出会社の状況

 平成23年６月30日現在

従業員数（人） 37　(13)

　（注）１．従業員数は就業人員でありますが、派遣社員及び契約社員を含んでおりません。

　２．従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の当第３四半期会計期間の平均雇用人員数であります。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績及び受注実績

　当社は、モバイルコンテンツの企画・制作・配信を主体とする会社であり、生産設備を保有しておりません。した

がって、生産実績は記載しておりません。

　また、当社は受注生産を行っていないため、受注状況の記載はしておりません。

(2) 販売実績

　当社はコンテンツ事業のみの単一セグメントであり、当第３四半期会計期間の販売実績は、次のとおりでありま

す。

事業部門
当第３四半期会計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日）

前年同四半期比（％）

　コンテンツ事業（千円） 299,027 －

合計（千円） 299,027 －

　

　（注）１．前第３四半期会計期間及び当第３四半期会計期間の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績

に対する割合は、次のとおりであります。

相手先

前第３四半期会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日）

販売高
（千円）

割合
（％）

販売高
（千円）

割合
（％）

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 95,543 31.1 92,695 31.0

ＫＤＤＩ株式会社　 74,873 24.4 70,659 23.6

ソフトバンクモバイル株式会社 79,459 25.9 58,899 19.7

　　　　２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。　

 

２【事業等のリスク】

　　　当第３四半期会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　　　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

　

３【経営上の重要な契約等】

　当社は、業容拡大及び企業競争力の強化を図るため、平成23年６月16日開催の取締役会において、エフルート株式

会社（以下、「エフルート」と言います。）との間で当社を吸収合併存続会社、エフルートを吸収合併消滅会社とす

る吸収合併（以下、「本合併」と言います。）を行うことを決議し、同日付で合併契約書を締結いたしました。

　本合併の目的、合併契約の内容等の概要につきましては、第５「経理の状況」１「四半期財務諸表」「追加情報」

をご覧下さい。
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４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（１）財政状態の分析

　当第３四半期会計期間末における資産の状況は、借入金の返済に伴う現金及び預金の減少176,068千円などにより前

期末に比べ227,264千円減少し、総資産は1,184,268千円となりました。負債は、前期末に比べ271,259千円減少して

319,409千円となりました。これは主に、短期借入金の返済により200,000千円、長期借入金の返済により74,700千円減

少したためであります。純資産については、四半期純利益26,144千円の計上、新株予約権の行使に伴う資本剰余金

14,383千円の増加等により前期末に比べ43,995千円増加して864,858千円となりました。

　

（２）経営成績の分析　

　当第３四半期会計期間における我が国経済は、東日本大震災の影響により依然として厳しい状況が続き、電力供給の

制約による生産活動の調整や、原子力災害及び原油高の影響等により企業収益が下押しされ、今後の景気が下振れす

るリスクが存在しております。また、デフレの影響や、厳しい雇用情勢を反映し、先行き不透明な状況であるため個人

消費が伸び悩む状態が続いております。

　当社を取り巻く環境といたしましては、日本国内における携帯電話の契約者数が平成23年６月末現在で１億2,124万

契約に達しており、そのうち第３世代携帯電話の契約者が占める割合は99.1％で、平成23年３月末の98.8％から緩や

かではあるものの増加しています（出所：社団法人電気通信事業者協会）。

　携帯端末販売については、平成24年度にスマートフォンの携帯端末出荷台数が既存携帯端末を超えるとの予測がさ

れ、今後ますますスマートフォンが携帯端末の主流になっていくことが予期されています。（株式会社MM総研調べ）。

それに伴いモバイルコンテンツも既存の携帯電話向けコンテンツの成長が鈍化する一方で、端末の普及とともにス

マートフォン向けのアプリ市場が拡大する構図となっております。

　このような環境の下、当第３四半期会計期間においては、スマートフォン向けアプリの投入に引き続き注力いたしま

した。スマートフォン向けに提供しているアプリ数は、平成23年６月末時点で295アプリとなり、平成23年３月末時点

の112アプリからその数は倍増いたしました。その中でも特に注力している電子書籍では、前四半期に続き作品の投入

を進めました。販売ダウンロード数については、配信を開始した平成22年７月から約１年で累計30万ダウンロードを

突破し、サービス開始から数えて累計12タイトルがApp Storeブックランキングでセールス１位を獲得するなど、販売

は好調に推移しております。また、プラットフォーム対応として「App Store」、「Android Market」に加え、株式会社

東芝とBook Liveの協業により実現した電子書籍ストア「BookLive!」、ソフトバンクモバイル株式会社の電子書籍配

信サービス「ソフトバンク　ブックストア」など今四半期で新たに２つのプラットフォームへ作品提供を開始しまし

た。また、ゲームという新たなジャンルに対して「CRIMSON ROOM‘11」の提供を開始しました。本作は脱出ゲームの元

祖と言われる作品で、PCや既存携帯、ゲーム機などで多くの人にプレイされた作品のスマートフォン版であり、スマー

トフォンならではの機能を活かした謎を追加しております。また、Android Market向けにアイドルの写真集と動画の

アプリを購入できるアイドル専門ストア型アプリをリリースしました。これらの取り組みにより当第３四半期会計期

間の課金数は、858千件（前四半期比15千件増）、第３四半期累計期間の課金数は、2,578千件となりました。当社は、当

事業年度において年間累計360万課金を目指しており、目標の進捗を把握しやすくするため四半期累計の課金数を記

載しております。

　また、当社は平成23年６月16日開催の取締役会において、平成23年10月１日を合併期日として、エフルートと合併契

約を締結し、当社が有する「コンテンツの開発及び権利許諾ノウハウ」と、エフルートが有する「マーケティング力、

及び検索や広告ネットワークなどの情報流通チャネル」を組み合わせることによって、コンテンツ集客力向上や収益

力向上などのシナジー効果を生み出すことで、業容拡大と企業競争力の強化を目指していくことを決定いたしまし

た。本合併の概要につきましては、第５「経理の状況」１「四半期財務諸表」「追加情報」をご覧下さい。　

　以上の結果、当第３四半期会計期間の売上高は299,027千円（前年同期比2.6％減）、営業損失は1,479千円（前年同

期は営業利益5,036千円）、経常損失は3,486千円（前年同期は経常利益3,021千円）、四半期純利益は2,248千円（前

年同期は四半期純損失20,905千円）となりました。

　

（３）キャッシュ・フローの状況　

　当第３四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」といいます）は、第２四半期会計期間末に比

べ10,625千円減少し686,230千円となりました。当第３四半期会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれ

らの要因は以下のとおりであります。　

　

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は14,728千円（前年同四半期は11,088千円の獲得）となりました。主な収入要因は、仕

入債務の増加による15,066千円、償却費11,092千円であり、主な支出要因は、前払費用の増加による6,728千円、貸倒引

当金の減少6,306千円であります。
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（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は453千円（前年同四半期は2,449千円の使用）となりました。

　

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は24,900千円（前年同四半期は24,910千円の使用）となりました。主な支出要因は、長

期借入金の返済による24,900千円であります。

　

（４）事業上及び財務上の対処すべき課題

　　当第３四半期会計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

（５）研究開発活動

　　該当事項はありません。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第３四半期会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2）設備の新設、除却等の計画

　当第３四半期会計期間において、前四半期会計期間末に計画されていた重要な設備の新設、除却等について、重要

な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありません。　
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 200,000

計 200,000

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成23年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成23年８月12日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 28,877 28,877
東京証券取引所

（マザーズ）

当社は単元株制度

は採用しておりま

せん。

計 28,877 28,877 － －

 （注）「提出日現在発行数」欄には、平成23年８月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発

行された株式数は含まれておりません。

 

（２）【新株予約権等の状況】

旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。 

①　平成17年９月20日発行の第１回新株予約権（平成17年７月５日臨時株主総会決議）

区分
第３四半期会計期間末現在
（平成23年６月30日）

新株予約権の数（個） 　　　　83（注）３

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 　　　　　　83（注）１、３

新株予約権の行使時の払込金額（円） 　     　50,000（注）２

新株予約権の行使期間
平成19年８月１日から

平成24年７月31日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発

行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　50,000

資本組入額　　25,000

新株予約権の行使の条件 （注）４　

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）５

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

  （注）１．当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整する。但し、かかる調整

は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整に

よる１株未満の端数は切り捨てる。

　　　　　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率

　　　　　　又、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割若しくは吸

収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合、合理的な範囲で適切に株式

数を調整する。
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　　　　２．新株予約権発行日以降、以下の事由が生じた場合は、行使価額を調整する。

(1) 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は

    切り上げる。 

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

(2) 当社が時価（但し、当社普通株式にかかる株券がいずれかの証券取引所に上場される前においては、その時

点における調整前行使価額を時価とみなす。）を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合

（新株予約権の行使による場合を除く。）、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は

切り上げる。

    
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後

行使価額
＝
調整前

行使価額
×

新規発行前の時価

既発行株式数＋新規発行株式数

　　上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した

数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を

「１株当たり処分金額」と読み替えるものとする。

(3) 当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割若しくは

吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とする場合、合理的な範囲で適切に

行使価額を調整する。

３．「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由により権利を喪失したもの

を減じた数であります。

４．新株予約権の行使の条件に関する事項は次の通りであります。

(1) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社子会社又は関連会社の取締役、監査役又は従業員いずれ

かの地位にあることを要する。但し、新株予約権者の退任又は退職後の権利行使につき正当な理由があると

取締役会が認めた場合は、この限りではない。

(2) 新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。但し、各新株予約権の１個未満の行使

はできないものとする。

(3) その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

５．新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。 

　　

②　平成17年９月20日発行の第２回新株予約権（平成17年７月５日臨時株主総会決議）

区分
第３四半期会計期間末現在
（平成23年６月30日）

新株予約権の数（個） 　　　　－（注）３

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 　　　　　　－（注）１、３

新株予約権の行使時の払込金額（円）  　　　　50,000（注）２

新株予約権の行使期間
平成19年８月１日から

平成24年７月31日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発

行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　50,000

資本組入額　　25,000

新株予約権の行使の条件 （注）４

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）５

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －
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  （注）１．当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整する。但し、かかる調整

　　　　　　は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整

による１株未満の端数は切り捨てる。

　　　　　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率

　　　　　　又、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割若しくは吸

収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合、合理的な範囲で適切に株式

数を調整する。

　　　　２．新株予約権発行日以降、以下の事由が生じた場合は、行使価額を調整する。

(1) 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は

    切り上げる。 

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

(2) 当社が時価（但し、当社普通株式にかかる株券がいずれかの証券取引所に上場される前においては、その時

点における調整前行使価額を時価とみなす。）を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合

（新株予約権の行使による場合を除く。）、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は

切り上げる。

    
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後

行使価額
＝
調整前

行使価額
×

新規発行前の時価

既発行株式数＋新規発行株式数

　　上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した

数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を

「１株当たり処分金額」と読み替えるものとする。

(3) 当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割若しくは

吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とする場合、合理的な範囲で適切に

行使価額を調整する。

３．「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由により権利を喪失したもの

を減じた数であります。

４．新株予約権の行使の条件に関する事項は次の通りであります。

(1) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社子会社又は関連会社の取締役、監査役又は従業員いずれ

かの地位にあることを要する。但し、新株予約権者の退任又は退職後の権利行使につき正当な理由があると

取締役会が認めた場合は、この限りではない。

(2) 新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。但し、各新株予約権の１個未満の行使

はできないものとする。

(3) その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

５．新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。 
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③　平成18年４月17日発行の第４回新株予約権（平成18年３月８日臨時株主総会決議）

区分
第３四半期会計期間末現在
（平成23年６月30日）

新株予約権の数（個） 　　　　15（注）３

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 　　　　　 15（注）1、３

新株予約権の行使時の払込金額（円） 　　　　100,000（注）２

新株予約権の行使期間
平成20年４月１日から

平成25年３月31日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発

行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　 100,000

資本組入額　　50,000

新株予約権の行使の条件 （注）４

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）５

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　（注）１．当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整する。但し、かかる調整は、

新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整によ

る１株未満の端数は切り捨てる。

 　　　　　　

　　　　　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率

　　　　　　

　　　　　　又、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割若しくは吸

収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合、合理的な範囲で適切に株式

数を調整する。

 　　　 ２．新株予約権発行日以降、以下の事由が生じた場合は、行使価額を調整する。

(1) 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は

切り上げる。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

(2) 当社が時価（但し、当社普通株式にかかる株券がいずれかの証券取引所に上場される前においては、その時

点における調整前行使価額を時価とみなす。）を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合

（新株予約権の行使による場合を除く。）、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は

切り上げる。

    
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後

行使価額
＝
調整前

行使価額
×

新規発行前の時価

既発行株式数＋新規発行株式数

　　上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した

数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を

「１株当たり処分金額」と読み替えるものとする。

(3) 当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割若しくは

吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とする場合、合理的な範囲で適切に

行使価額を調整する。
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３．「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由により権利を喪失したもの

　　を減じた数であります。

４．新株予約権の行使の条件に関する事項は次の通りであります。

(1) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社子会社又は関連会社の取締役、監査役又は従業員いずれ

かの地位にあることを要する。但し、新株予約権者の退任又は退職後の権利行使につき正当な理由があると

取締役会が認めた場合は、この限りではない。

(2) 新株予約権の相続は認めない。 

(3) 新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。但し、各新株予約権の１個未満の行使

はできないものとする。

(4) その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

５．新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。　

　

④　平成18年４月17日発行の第６回新株予約権（平成18年３月８日臨時株主総会決議）

区分
第３四半期会計期間末現在
（平成23年６月30日）

新株予約権の数（個） 　　　　10（注）３

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 　　　　　10(注）1、３

新株予約権の行使時の払込金額（円） 　　　　100,000（注）２

新株予約権の行使期間
平成20年４月１日から

平成25年３月31日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発

行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　 100,000

資本組入額　　50,000

新株予約権の行使の条件 （注）４

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）５

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　（注）１．当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整する。但し、かかる調整は、

新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整によ

る１株未満の端数は切り捨てる。

 　　　　　　

　　　　　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率

　　　　　　

　　　　　　又、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割若しくは吸

収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合、合理的な範囲で適切に株式

数を調整する。

 　　　 ２．新株予約権発行日以降、以下の事由が生じた場合は、行使価額を調整する。

(1) 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は

切り上げる。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

(2) 当社が時価（但し、当社普通株式にかかる株券がいずれかの証券取引所に上場される前においては、その時

点における調整前行使価額を時価とみなす。）を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合

（新株予約権の行使による場合を除く。）、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は

切り上げる。

    
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後

行使価額
＝
調整前

行使価額
×

新規発行前の時価

既発行株式数＋新規発行株式数

　　上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した

数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を

「１株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
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(3) 当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割若しくは

吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とする場合、合理的な範囲で適切に

行使価額を調整する。

３．「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由により権利を喪失したもの

を減じた数であります。

４．新株予約権の行使の条件に関する事項は次の通りであります。

(1) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社子会社又は関連会社の取締役、監査役又は従業員いずれ

かの地位にあることを要する。但し、新株予約権者の退任又は退職後の権利行使につき正当な理由があると

取締役会が認めた場合は、この限りではない。

(2) 新株予約権の相続は認めない。 

(3) 新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。但し、各新株予約権の１個未満の行使

はできないものとする。

(4) その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

５．新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。　　　

　　

　会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。　

　⑤　平成19年１月16日発行の第７回新株予約権（平成18年12月15日定時株主総会決議）

区分
第３四半期会計期間末現在
（平成23年６月30日）

新株予約権の数（個） 　　　 ５（注）３

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 　　　　　　５（注）１、３

新株予約権の行使時の払込金額（円）        200,000（注）２

新株予約権の行使期間
平成21年１月17日から

平成25年12月31日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発

行価格及び資本組入額（円）

発行価格 　　200,000

資本組入額 　100,000

新株予約権の行使の条件 （注）４

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）５

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）８

　（注）１．株主総会における決議の日（以下「決議日」という。）後、当社が当社普通株式につき株式分割（当社普通株

式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。）又は株式併合を行う場合、次の算式により

付与株式数を調整し、調整による１株未満の端数は切り捨てる。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率

    また、上記のほか、決議日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲

で付与株式数を調整する。
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２．決議日後、以下の事由が生じた場合は、行使価額を調整する。

(1) 当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整によ

る１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

(2) 当社が時価（但し、当社普通株式にかかる株券がいずれかの証券取引所に上場される前においては、その　時

点における調整前行使価額を時価とみなす。）を下回る価額で、当社普通株式につき新株式の発行又は自　 

己株式の処分を行う場合（会社法第194条の規定に基づく自己株式の売渡し又は当社普通株式の交付を請求

できる新株予約権の行使による場合を除く。）、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端

数は切り上げる。 

    
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後

行使価額
＝
調整前

行使価額
×

新規発行前の時価

既発行株式数＋新規発行株式数

　　上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自

己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式

数」と読み替えるものとする。

(3) 上記（1）及び（2）のほか、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で

行使価額を調整する。

３．「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由により権利を喪失したもの

を減じた数であります。

４．新株予約権の行使の条件に関する事項は次の通りであります。

(1) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従

　　業員のいずれかの地位にあることを要する。但し、新株予約権者の退任又は退職後の権利行使につき正当な理

由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

(2) 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。

(3) 新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。但し、各新株予約権の１個未満の行使

はできないものとする。

(4) その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

５．譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要する。

６．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項の

規定に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は切り

上げる。

(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等

増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

７．新株予約権の取得条項

(1) 新株予約権者が当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も有し

なくなった場合、当社は、取締役会が別途定める日にその新株予約権を無償で取得することができる。

(2) 以下の議案が株主総会で決議された場合（株主総会が不要の場合は、取締役会で決議された場合）、当社は、

取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができる。

    ①　当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

　　②　当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案

　　③　当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

８．当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以上

を総称して、以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残

存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社

法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を

以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象

会社は新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約

又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
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(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記１．に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記の行使価額を組織再編行為の条件等

を勘案の上調整して得られる再編後行使価額に上記（3）に従って決定される各新株予約権の目的である再

編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

上記に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記

に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使の条件

上記４．に準じて決定する。

(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

　　上記６．に準じて決定する。 

(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする

　(9) 新株予約権の取得条項

　　　上記７．に準じて決定する。

　(10)新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切

り捨てるものとする。　

　

⑥　平成21年１月19日発行の第10回新株予約権（平成20年12月17日定時株主総会決議）

区分
第３四半期会計期間末現在
（平成23年６月30日）

新株予約権の数（個） 　　　96（注）３

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 　　　　　96（注）１、３

新株予約権の行使時の払込金額（円） 　　　55,500（注）２

新株予約権の行使期間
平成22年12月18日から

平成23年12月17日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発

行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　 55,500

資本組入額　 27,750

新株予約権の行使の条件 （注）４

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）５

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）８

　（注）１．新株予約権を割り当てる日（以下「割当日」という。）後、当社が当社普通株式につき株式分割（当社普通株

式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。）又は株式併合を行う場合、次の算式により

付与株式数を調整し、調整による１株未満の端数は切り捨てる。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率

    また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲

で付与株式数を調整する。
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２．割当日後、以下の事由が生じた場合は、行使価額を調整する。

(1) 当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整によ

る１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

(2) 当社が時価を下回る価額で、当社普通株式につき新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合（当社普通株

式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）、次の算式により行使価額

を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。 

    
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後

行使価額
＝
調整前

行使価額
×

新規発行前の時価

既発行株式数＋新規発行株式数

　　上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自

己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式

数」と読み替えるものとする。

(3) 上記（1）及び（2）のほか、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で

行使価額を調整する。

３．「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由により権利を喪失したもの

を減じた数であります。

４．新株予約権の行使の条件に関する事項は次の通りであります。

(1) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業

員のいずれかの地位にあることを要する。但し、新株予約権者の退任又は退職後の権利行使につき正当な理

由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

(2) 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものとし、当該新

　　株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする。

(3) 新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。但し、新株予約権の１個未満の行使は

できないものとする。

(4) 新株予約権者が当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も有し

なくなった場合、当社は、取締役会で当該新株予約権の権利行使を認めることがない旨の決議をすることが

できる。この場合においては、当該新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする。　

(5) その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

５．譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要する。

６．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項の

規定に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は切り

上げる。

(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等

増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

７．新株予約権の取得条項

(1) 権利行使をすることができる期間の開始日の前日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終

値（但し、当日に取引が成立しない場合は、それに先立つ直近日の終値）が、行使価額に80％を乗じた金額

（1円未満の端数は切り捨てる。）を下回った場合、当社は、取締役会が別途定める日にその新株予約権を無

償で取得することができる。　

(2) 新株予約権者が当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も有し

なくなった場合、当社は、取締役会が別途定める日にその新株予約権を無償で取得することができる。

(3) 以下の議案が株主総会で決議された場合（株主総会が不要の場合は、取締役会で決議された場合）、当社は、

取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができる。

    ①　当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

　　②　当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案

　　③　当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

　　④　当社は、取締役会が別途定める日が到来したときに、新株予約権の全部又は一部を無償で取得するこ とが

できる。なお、新株予約権の一部を取得する場合は、取締役会の決議によってその取得する新株予約権の

一部を決定する。　
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８．当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以上

を総称して、以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残

存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社

法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を

交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する

旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定

めた場合に限るものとする。

　９．新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切

り捨てるものとする。

　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。　

　

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成23年４月１日～

 平成23年６月30日
－ 28,877 － 563,900 － 148,821

 

（６）【大株主の状況】

　　　　１．当第３四半期会計期間において、当社の主要株主である小林靖弘氏より、平成23年６月17日付で、同氏が保有する

当社株式の一部を売却した旨の報告を受けております。同氏は平成23年６月17日付で以下の内容の大量保有

報告に係る変更報告書を関東財務局に提出しております。

　

　　 　　　　大量保有者　　　　　小林　靖弘

　　　　　　 住所　　　　　　　　東京都世田谷区砧八丁目30番１号

　　　　　　 保有株券等の数　　　2,383株

　　　　　　 株券等保有割合　　　8.24％

　　　　　

　　　　　　 上記により、同氏は当社の主要株主ではなくなったため、当社は平成23年６月17日付で主要株主の異動に係る臨時

報告書を関東財務局へ提出しております。

　　　　　　 　

　　　　２．当第３四半期会計期間において、当社の主要株主である株式会社セプテーニ・ホールディングスより、平成23年

６月17日付で、保有株券等の数及び株券等保有割合に異動が生じた旨の報告を受けております。同社は平成23

年６月17日付で以下の内容の大量保有報告に係る変更報告書を関東財務局に提出しております。

　

　　 　　　　大量保有者　　　　　株式会社セプテーニ・ホールディングス　

　　　　　　 住所　　　　　　　　東京都新宿区大京町24番地

　　　　　　 保有株券等の数　　　16,315株

　　　　　　 株券等保有割合　　　56.50％
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（７）【議決権の状況】

　　　当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

　　載することができないことから、直前の基準日（平成23年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。

　　

　　　①【発行済株式】

 平成23年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 　　普通株式　  　 230 － －

完全議決権株式（その他）  　 普通株式　　28,647           28,647

完全議決権株式であり、権

利内容に何ら限定のない

当社における標準となる

株式

単元未満株式 － － －

発行済株式総数 　  28,877 － －

総株主の議決権 － 28,647 －

 

②【自己株式等】

 平成23年３月31日現在

所有者の氏名又は
名称

所有者の住所
自己名義所有株式
数（株）

他人名義所有株式
数（株）

所有株式数の合計
（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

(自己保有株式）

アクセルマーク

株式会社 

東京都新宿区西新

宿六丁目24番１号
230 － 230 0.79

計 － 230 － 230 0.79

 

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成22年
10月

11月 12月
平成23年
１月

２月 ３月 ４月 ５月 ６月

最高（円） 65,00071,90094,20094,30078,70074,00051,50053,90063,500

最低（円） 42,60045,60063,50068,00063,50038,35042,00044,20043,750

　（注）　最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおけるものであります。

 

３【役員の状況】

  前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号。以下「四半期財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前第３四半期会計期間（平成22年４月１日から平成22年６月30日まで）及び前第３四半期累計期間（平成21

年10月１日から平成22年６月30日まで）は、改正前の四半期財務諸表等規則に基づき、当第３四半期会計期間（平成

23年４月１日から平成23年６月30日まで）及び当第３四半期累計期間（平成22年10月１日から平成23年６月30日ま

で）は、改正後の四半期財務諸表等規則に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第３四半期会計期間（平成22年４月１日から平成22

年６月30日まで）及び前第３四半期累計期間（平成21年10月１日から平成22年６月30日まで）に係る四半期財務諸

表並びに当第３四半期会計期間（平成23年４月１日から平成23年６月30日まで）及び当第３四半期累計期間（平成

22年10月１日から平成23年６月30日まで）に係る四半期財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レ

ビューを受けております。

　

３．四半期連結財務諸表について

　当社は、子会社を有していないため四半期連結財務諸表は作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】
（１）【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末
(平成23年６月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 686,230 862,298

売掛金 270,148 246,745

その他 27,259 43,655

貸倒引当金 △866 △1,136

流動資産合計 982,772 1,151,563

固定資産

有形固定資産 ※1
 27,467

※1
 34,718

無形固定資産

のれん 66,500 88,250

その他 7,237 11,813

無形固定資産合計 73,737 100,063

投資その他の資産

敷金及び保証金 208,839 236,491

その他 45,985 49,447

貸倒引当金 △154,533 △160,750

投資その他の資産合計 100,291 125,187

固定資産合計 201,495 259,969

資産合計 1,184,268 1,411,532

負債の部

流動負債

買掛金 134,761 120,032

短期借入金 105,000 305,000

1年内返済予定の長期借入金 51,000 99,600

未払法人税等 2,579 3,600

事業損失引当金 － 8,262

その他 26,068 28,074

流動負債合計 319,409 564,569

固定負債

長期借入金 － 26,100

固定負債合計 － 26,100

負債合計 319,409 590,669

純資産の部

株主資本

資本金 563,900 563,900

資本剰余金 623,205 608,821

利益剰余金 △317,665 △343,810

自己株式 △6,113 △14,885

株主資本合計 863,325 814,025

新株予約権 1,533 6,838

純資産合計 864,858 820,863

負債純資産合計 1,184,268 1,411,532
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（２）【四半期損益計算書】
【第３四半期累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期累計期間
(自　平成21年10月１日
　至　平成22年６月30日)

当第３四半期累計期間
(自　平成22年10月１日
　至　平成23年６月30日)

売上高 1,040,448 943,080

売上原価 621,516 589,542

売上総利益 418,932 353,537

販売費及び一般管理費 ※1
 380,619

※1
 325,149

営業利益 38,313 28,388

営業外収益

受取利息 170 83

受取配当金 152 213

還付加算金 409 －

助成金収入 － 400

その他 100 30

営業外収益合計 831 727

営業外費用

支払利息 3,463 1,582

株式上場関連費用 3,087 2,617

支払手数料 － 850

その他 72 1

営業外費用合計 6,622 5,051

経常利益 32,522 24,063

特別利益

貸倒引当金戻入額 19,733 6,486

新株予約権戻入益 3,399 1,006

特別利益合計 23,132 7,492

特別損失

減損損失 2,624 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 3,694

事業損失引当金繰入額 56,673 －

その他 2,119 －

特別損失合計 61,417 3,694

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △5,762 27,862

法人税、住民税及び事業税 1,717 1,717

法人税等調整額 6,861 －

法人税等合計 8,578 1,717

四半期純利益又は四半期純損失（△） △14,341 26,144
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【第３四半期会計期間】
（単位：千円）

前第３四半期会計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年６月30日)

当第３四半期会計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年６月30日)

売上高 307,165 299,027

売上原価 192,671 197,766

売上総利益 114,493 101,260

販売費及び一般管理費 ※1
 109,457

※1
 102,740

営業利益又は営業損失（△） 5,036 △1,479

営業外収益

受取利息 － 0

その他 0 －

営業外収益合計 0 0

営業外費用

支払利息 1,059 391

株式上場関連費用 956 763

支払手数料 － 850

その他 － 0

営業外費用合計 2,015 2,006

経常利益又は経常損失（△） 3,021 △3,486

特別利益

貸倒引当金戻入額 97 6,306

特別利益合計 97 6,306

特別損失

事業損失引当金繰入額 21,331 －

その他 2,119 －

特別損失合計 23,451 －

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △20,332 2,820

法人税、住民税及び事業税 572 572

法人税等調整額 0 －

法人税等合計 572 572

四半期純利益又は四半期純損失（△） △20,905 2,248
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（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第３四半期累計期間
(自　平成21年10月１日
　至　平成22年６月30日)

当第３四半期累計期間
(自　平成22年10月１日
　至　平成23年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

△5,762 27,862

減価償却費 21,016 12,496

のれん償却額 21,750 21,750

減損損失 2,624 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △19,733 △6,486

事業損失引当金の増減額（△は減少） △59,070 △8,262

受取利息及び受取配当金 △322 △297

支払利息 3,463 1,582

株式報酬費用 3,780 651

新株予約権戻入益 △3,399 △1,006

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 3,694

売上債権の増減額（△は増加） 97,255 △23,403

仕入債務の増減額（△は減少） △11,380 38,150

前払費用の増減額（△は増加） 5,573 17,869

その他 △22,874 926

小計 32,919 85,528

利息及び配当金の受取額 322 297

利息の支払額 △3,387 △1,476

法人税等の支払額 △3,051 △2,239

法人税等の還付額 12,609 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 39,412 82,110

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △2,556 △439

無形固定資産の取得による支出 △8,110 △569

無形固定資産の売却による収入 2,902 －

子会社株式の売却による収入 15,459 －

その他 △479 △670

投資活動によるキャッシュ・フロー 7,215 △1,678

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 100,000 △200,000

長期借入金の返済による支出 △74,700 △74,700

自己株式の取得による支出 △12,489 －

ストックオプションの行使に伴う自己株式の処
分による収入

－ 18,205

配当金の支払額 △44 △4

財務活動によるキャッシュ・フロー 12,766 △256,499

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 59,394 △176,068

現金及び現金同等物の期首残高 722,730 862,298

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 782,125

※
 686,230
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【四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　

　
　
　

当第３四半期累計期間
（自　平成22年10月１日
至　平成23年６月30日）

１.会計処理基準に関する

事項の変更

資産除去債務に関する会計基準等の適用　

　第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号　平成20

年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

21号　平成20年３月31日）を適用しております。

　これにより、当第３四半期累計期間の営業利益及び経常利益はそれぞれ536千円、税引前四半

期純利益は4,230千円減少しております。 　

　

【簡便な会計処理】

当第３四半期累計期間
（自　平成22年10月１日
至　平成23年６月30日）

（1）固定資産の減価償却費の算定方法

　   定率法を採用している資産については、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によっており

ます。

（2）繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

　   繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状況に著し

い変化がないと認められる場合には、前事業年度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用

する方法によっており、前事業年度末以降に経営環境等、または、一時差異等の発生状況に著しい変化が認められる場

合には、前事業年度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングに著しい変化の影響を加味したもの

を利用する方法によっております。

 

【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　　　該当事項はありません。
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【追加情報】

当第３四半期累計期間
（自　平成22年10月１日
至　平成23年６月30日）

　（合併契約締結について）

　　当社は、平成23年６月16日開催の取締役会において、エフルート株式会社（以下、「エフルート」といいます。）との間

で当社を吸収合併存続会社、エフルートを吸収合併消滅会社とする吸収合併（以下、「本合併」といいます。）を行うこ

とを決議し、同日付で合併契約書を締結いたしました。本合併の概要につきましては、以下のとおり決定しております。

　

　１．合併の目的

　　合併により、経営効率の向上を果たすとともに、シナジー効果を生み出すことで業容拡大と企業競争力の強化を図りま

す。これにより、モバイルデバイス全般に向けた豊富なコンテンツ及びサービスを、広く遍くユーザーに素早く提供でき

る「総合コンテンツサービス企業」となり、企業価値を飛躍的に拡大させることを目指してまいります。

　

２．合併の要旨

 （1）合併の日程

　　合併契約締結承認取締役会　　　　　平成23年６月16日

　　合併契約締結　　　　　　　　　　　平成23年６月16日

　　合併契約承認臨時株主総会開催日　　平成23年９月５日

　　合併期日（効力発生日）　　　　　　平成23年10月１日

 （2）合併の方式

　当社を吸収合併存続会社、エフルートを吸収合併消滅会社とする吸収合併方式によるものとします。

 （3）合併に係る割当ての内容

　エフルートの普通株式１株に対して、当社の普通株式0.0057株を割当て交付します。

 （4）合併比率の算定根拠

　当社は、合併比率の算定に当たって公正性・妥当性を確保するため、両社から独立した第三者算定機関に合併比率の

分析を依頼することとし、株式会社ロイヤル・ストラテジーを第三者算定機関に選定いたしました。その算定結果を

参考として、合併当事者間において協議を重ねた上、合併比率を決定しました。

　なお、合併比率の算定には、当社については市場株価平均法及びＤＣＦ法（ディスカウンテッド・キャッシュ・フ

ロー法）を用いて算定し、エフルートについては類似会社比準法及びＤＣＦ法を用いて算定を行いました。 

 （5）合併に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

　エフルートは、合併契約承認定時株主総会において合併契約が承認された後、エフルートの発行済の全ての新株予約権

をその新株予約権者より無償で取得し、これを消却するものとします。

 　

３．合併する相手会社の概要

　商　　号　　：エフルート株式会社

　本店の所在地：東京都中野区本町一丁目32番2号

　代表者の氏名：代表取締役社長　尾下　順冶

　資本金の額　：210百万円（平成22年５月31日現在）

　純資産の額　：374百万円（平成22年５月31日現在）

　総資産の額　：757百万円（平成22年５月31日現在）

　事業の内容　：検索ポータル事業、コンテンツ事業、メディアシンジケーション事業、ソーシャルアプリ事業
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【注記事項】

（四半期貸借対照表関係）

当第３四半期会計期間末
（平成23年６月30日）

前事業年度末
（平成22年９月30日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額

89,171千円 81,481千円

　２．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行

４行と当座貸越契約を締結しております。これら契約

に基づく当第３四半期会計期間末の借入未実行の残高

は次のとおりであります。

　２．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行

４行と当座貸越契約を締結しております。これら契約

に基づく当事業年度末の借入未実行の残高は次のとお

りであります。

当座貸越極度額 500,000千円

借入実行残高 105,000千円

差引額 395,000千円

当座貸越極度額 500,000千円

借入実行残高 305,000千円

差引額 195,000千円

 

（四半期損益計算書関係）

前第３四半期累計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成22年６月30日）

当第３四半期累計期間
（自　平成22年10月１日
至　平成23年６月30日）

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

給料手当　 129,021千円

　

広告宣伝費 58,876　

減価償却費　 10,197 

のれん償却額 21,750 

給料手当　 101,543千円

　

広告宣伝費 29,911　

減価償却費　 7,628 

のれん償却額 21,750 

　

前第３四半期会計期間
（自　平成22年４月１日
　　至　平成22年６月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成23年４月１日
　　至　平成23年６月30日）

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

給料手当　 38,890千円

　

広告宣伝費 8,795　

減価償却費　 3,386 

のれん償却額 7,250 

給料手当　 33,035千円

　

広告宣伝費 10,226　

減価償却費　 2,460 

のれん償却額 7,250 

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

前第３四半期累計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成22年６月30日）

当第３四半期累計期間
（自　平成22年10月１日
至　平成23年６月30日）

※現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係　

※現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係　

　（平成22年６月30日現在） 　（平成23年６月30日現在）

現金及び預金 782,125千円

現金及び現金同等物 782,125千円

 

現金及び預金 686,230千円

現金及び現金同等物 686,230千円
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（株主資本等関係）

当第３四半期会計期間末（平成23年６月30日）及び当第３四半期累計期間（自　平成22年10月１日　至　平成23年

６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

　普通株式　28,877株

２．自己株式の種類及び株式数

　普通株式　　　230株

３．新株予約権等に関する事項

　ストック・オプションとしての新株予約権

　　新株予約権の四半期会計期間末残高　1,533千円 

 

４．配当に関する事項

 該当事項はありません。 

　

（金融商品関係）

　当第３四半期会計期間末（平成23年６月30日）

　　金融商品の四半期貸借対照表計上額その他の金額は、前事業年度の末日と比較して著しい変動はありません。

　

（有価証券関係）

　　該当事項はありません。

 

（デリバティブ取引関係）

　　デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。

　

（持分法損益等）

　　当社は、関連会社が存在しないため、該当事項はありません。　

　

（ストック・オプション等関係）

当第３四半期会計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年６月30日）

　該当事項はありません。

　

（資産除去債務関係）

　当第３四半期会計期間末（平成23年６月30日）

　　資産除去債務の四半期貸借対照表計上額その他の金額は、前事業年度の末日と比較して著しい変動はありませ

ん。　

　

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

　当第３四半期累計期間（自　平成22年10月１日　至　平成23年６月30日）及び当第３四半期会計期間（自　平成23年

４月１日　至　平成23年６月30日）

当社は、モバイルサイト向け及びスマートフォン、タブレット型端末向けコンテンツ配信を行うコンテンツ事

業の単一セグメントのため、記載を省略しております。

　

（追加情報）

第１四半期会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号　平成21年３

月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号　平成20

年３月21日）を適用しております。　

　

（賃貸等不動産関係）

該当事項はありません。

（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第３四半期会計期間末
（平成23年６月30日）

前事業年度末
（平成22年９月30日）

１株当たり純資産額 30,136.69円 １株当たり純資産額 28,746.87円
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２．１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額等

前第３四半期累計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成22年６月30日）

当第３四半期累計期間
（自　平成22年10月１日
至　平成23年６月30日）

１株当たり四半期純損失金額（△） △504.21円 １株当たり四半期純利益金額 916.11円

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、潜在株式の残高はありますが、１株当たり四半期純損

失であるため記載しておりません。

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
915.34円

　（注）　１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上

の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期累計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成22年６月30日）　

当第３四半期累計期間
（自　平成22年10月１日
至　平成23年６月30日）　

１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額         

四半期純利益又は四半期純損失（△）（千円） △14,341 26,144

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損失

（△）（千円）
△14,341 26,144

期中平均株式数（株） 28,443 28,539

　 　 　

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額         

四半期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） － 24

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前事業年度末から重要な変動があったものの

概要

　　　　　　　　－ 　　　　　　　　－
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前第３四半期会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日）

１株当たり四半期純損失金額（△） △738.26円 １株当たり四半期純利益金額 78.48円

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、潜在株式の残高はありますが、１株当たり四半期純損

失であるため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、新株予約権の残高はありますが、希薄化効果を有しな

いため記載しておりません。

　（注）　１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上

の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額         

四半期純利益又は四半期純損失（△）（千円） △20,905 2,248

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損失

（△）（千円）
△20,905 2,248

期中平均株式数（株） 28,317 28,647

　 　 　

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額         

四半期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） － －

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前事業年度末から重要な変動があったものの

概要

　　　　　　　　－ 　　　　　　　　－

　

（重要な後発事象）

　　該当事項はありません。 

　

（リース取引関係）

当第３四半期会計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年６月30日）

　　リース取引開始日がリース取引に関する会計基準適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引につ

いては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っておりますが、当四半期会計期間におけるリース

取引残高は前事業年度末に比べて著しい変動がありません。

 

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成22年８月12日

アクセルマーク株式会社

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 山田　洋一　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 岡本　和巳　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているアクセルマーク株式

会社の平成21年10月１日から平成22年９月30日までの第18期事業年度の第３四半期会計期間（平成22年４月１日から平成

22年６月30日まで）及び第３四半期累計期間（平成21年10月１日から平成22年６月30日まで）に係る四半期財務諸表、す

なわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。こ

の四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明す

ることにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、アクセルマーク株式会社の平成22年６月30日現在の財政状態、同日をもって終了す

る第３四半期会計期間及び第３四半期累計期間の経営成績並びに第３四半期累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正

に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

（注）１　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２　四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。

EDINET提出書類

アクセルマーク株式会社(E05707)

四半期報告書

31/32



 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成23年８月11日

アクセルマーク株式会社

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 山田　洋一　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 岡本　和巳　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているアクセルマーク株式

会社の平成22年10月１日から平成23年９月30日までの第19期事業年度の第３四半期会計期間（平成23年４月１日から平成

23年６月30日まで）及び第３四半期累計期間（平成22年10月１日から平成23年６月30日まで）に係る四半期財務諸表、す

なわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。こ

の四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明す

ることにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、アクセルマーク株式会社の平成23年６月30日現在の財政状態、同日をもって終了す

る第３四半期会計期間及び第３四半期累計期間の経営成績並びに第３四半期累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正

に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

（注）１　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２　四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。
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